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相談日　月～土曜日
※祝日を除く　
時間　午後１時～４時
対象　思春期から更年期までの女性
費用　無料
※通話料は相談者の負担になります
　　　　　電話
　　女性健康支援センター
　　（相談専用電話番号0276-37-5660）
　　県庁児童福祉課（☎027-226-2606　　027-223-6526）

　県は、助産師による女性の健康に関する電話相談窓口を設置
しています。思春期に増える体の変化や悩み、妊娠や出産、育
児に関する相談の他、婦人科疾患や更年期障害などの相談に応
じています。気軽にご利用ください。

夏休み中の事故を防ぎましょう

　

上州あがつま ぐんまちゃんの
思い出めぐりスタンプラリー

女性健康支援センターをご利用ください愛の血液助け合い運動

群馬の山旅
ぐんま県境稜線トレイル（仮称）を歩こう！

夏祭り・花火大会などにおける雑踏の事故防止について
　夏は各地で夏祭りや花火大会などの行事が多く開催され、また行楽
地やレジャー施設などへの多数の人出が見込まれます。
　混雑する場所では、将棋倒しなどの事故や迷い子、落とし物、もめ
事などが発生する恐れがあります。
　一人一人が注意し、事故や事件に遭わ
ないようにしましょう。
　県警察では主催者などの関係者と連携
して、人命の安全確保に努めています。
ご協力をお願いします。
　　県警察本部地域課
　　（☎027-243-0110内線3564
　　　 027-243-2033）

子どもの交通事故防止について
保護者の注意点
・子どもが出掛けるときには「車に気を付けて」などと一声掛ける
・子どもが乗っている自転車のブレーキやライト、タイヤなどを定期的
に確認し、整備する
・子どもを車に乗せるときは、チャイルドシートやシートベルトを必ず
着用させる
車を運転する人の注意点
　歩いていたり、自転車に乗っていたりする子どもの横を通過するとき
は、車の速度を落として間隔を十分に取るなど、思いやりのある運転を
する
　　県警察本部交通企画課
　　（☎027-243-0110内線5042　　027-224-6655）
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　全ての血液製剤を国内の献血により確保する体制の確立を目指して、８月
３１日まで「愛の血液助け合い運動」を実施しています。夏は、暑さなどの
ために献血者が減少しがちです。ぜひ献血にご協力ください。
対象　16歳から69歳までの体重が男性45㌔以上、女性40㌔以上の人
※成分献血は18歳から
※65歳以上の人は、60歳から64歳までに献血経験のある人
受付窓口・時間
・受付窓口　献血ルーム前橋ハートランド（前橋市南町）、
高崎駅献血ルーム Harmony（高崎市八島町）、太田献血
ルーム（太田市飯塚町）
・受付時間　午前10時～午後１時、２時～５時30分
※1２月３１日、1月１日を除く
※その他、移動採血車が県内を巡回します
その他　献血受付時には、身分証明書などの提示をお願いしています
　　県赤十字血液センター（☎027-224-2118　　027-221-4490）、
県庁薬務課（☎027-226-2662　　0２7-223-7872）
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期間　10月３１日（火）まで
会場　吾妻郡内６町村（中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、
東吾妻町）の観光施設など
内容　「ぐんまちゃん」の絵日記をヒントに、
「ぐんまちゃん」が吾妻郡内の町村の公認キャ
ラクターたちと一緒に隠したタイムカプセルを
見つけます。
　タイムカプセルの中にあるスタンプを集めて
発見報告所などに持参すると、参加賞がもらえ
ます。またスタンプを集めて応募すると、抽選
で賞品が当たります
費用　無料　　応募期限　12月15日（金）
応募方法　所定の応募用紙
応募用紙配布場所　吾妻郡内の町村役場・観光
協会、県内の「道の駅」、ＪＲ高崎駅、県庁県民
センター、県行政県税事務所など
　　県吾妻行政県税事務所（☎0279-75-3301　　0279-75-3551）FAX問

　谷川エリアをはじめとした各エリアの県境稜線トレイルなど
と、麓の温泉地や観光地、お薦めのグルメなど周遊観光を楽し
んでもらうためのガイドブックを作成しました。
　ぜひご覧ください。
内容　稜線トレイルエリア（谷川エ
リア、三国峠エリア、野反湖・横手
山エリア、草津・万座エリア、バラ
キ・鹿沢エリア）の紹介など
規格　Ａ４判　２０㌻　フルカラー
配布場所　市役所・町村役場、ぐん
ま総合情報センター「ぐんまちゃん
家 」（東京都中央区銀座）など
※「ググっとぐんま公式サイト」（h
ttp://gunma-dc.net/）からもご
覧になれます
　　県庁観光物産課
　　（☎027-226-3385　　027-223-1197）
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＊ 印の施設では、障害者手帳などをお持ちの方とその介護者（１人）は無料です。証明できるものをお持ちください

 

県ホームページ
http://www.pref.gunma.jp/INFORMATIONインフォメーション

GUNMA
問い合わせの際は、番号を間違えないようにお願いします
問 は問い合わせ先、 申は申込先、HPはホームページです


